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満開のバラ園
久留米・石橋文化センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

久留米市の石橋文化センターのバラが満開で

した。季節季節の花を楽しんでいます。 

また、同じ場所に久留米市美術館もあり、有

名な作家の展覧会にも出かけ、ゆっくりした時

間を過ごしています。 
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育児・介護休業法 
 

２０２２年 4月から段階的に施行 
 

 

仕事と育児・介護の両立を支援する改正育児・

介護休業法が５月２４日、参院本会議で賛成多

数で可決成立しました。 

子どもが３歳から小学校に入学するまでの間、

テレワークや短時間勤務、時差出勤などの制度

を２つ以上用意し、労働者が選べるようにする

制度の導入を企業に義務付けることが柱。また、

介護を理由に離職する人を減らすため、支援制

度の周知も徹底させる。家庭の事情によってキ

ャリア形成が妨げられることのない社会の実現

をめざす。 

～ 仕事と育児・介護の両立支援策の概要 ～ 

・子どもが小学校入学前までテレワーク、時短

勤務、時差出勤などから選択できるよう義務

化。 

・子どもが 3 歳になるまでのテレワーク導入を

努力義務化 

・「残業免除」を小学校入学前まで延長 

・「看護休暇」を小学校 3 年生まで延長 

・男性育休取得率の公表義務を従業員 300 人超

の企業に拡大 

・40 歳時点で国の支援制度を周知。意向確認を

義務化 
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かしわと色ど

り野菜炒め 
 

冷蔵庫に、前日使用した鶏むね肉が残ってい

たので、「どうしようかな」と思っていたら、ち 

ょうど、生協さんの

色どり野菜が届い

ていて、時短料理。

“かしわと色どり

野菜炒め”を作り、

おいしくいただき

ました。 

調理は簡単で、フライパンに油をひき、まず、

鶏むね肉を炒めます。鶏肉に色がついたら（私

は、鶏肉なのでちょっと時間をかけます。）、色

どり野菜を入れ、短時間炒め、砂糖小さじ１、塩

少々、醤油小さじ１、酒・みりんを加え、さらに

短時間火を通しました。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

社会保険労務士事務所 
人事労務センター 

〒812-0011 

福岡市博多区博多駅前 4-33-11-702 

人事労務センター 
社会保険労務士 大隈昭子 

ＴＥＬ092-982-4188 

FAX 092-982-6170 

Eメール：akiko@b-souken.com 
 

 

人事労務センター 
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“墨の香りがいいですね” 
遅ればせながら７０の手習い 

 

日中友好協会

（福岡支部）の書

道教室へ加入し、

書道の練習を始

めました。 

書道教室は、毎

週金曜日の 2 時 

から 4 時まで。初めて参加した日は、硯も筆も 

文鎮も貸してもらい、何度も何度も先生のお手

本を見ながら筆を運びました。 

その後で、先生に朱書きの筆で補強して頂い

ての練習。上達するまでには、練習を重ねなけ

ればと感じました。 

============================================= 
 

 

 

 

今年の天候は、暑い夏になるのかなーと思っ

ていると寒さが戻って来たりと、なかなか定着

しない日々が続きましたね。皆様、お元気でお

過ごしでしょうか。 

私は、気候に左

右されることなく、

仕事とプライベー

トの生活をそれな

りに謳歌していた 

つもりでしたが、 

ある日の朝（５月２０日）、深夜にトイレに行こ

う、枕元の電気にスイッチを入れようとした途

端、滑って尻もちをつき、骨折してしまったの

です。 

今更ながら、“後悔先に立たず”翌日に救急車

で近くの病院に入院し、目下、入院先でリハビ

リに専念しているという次第です。 

恥ずかしいことこの上ありませんこのような

結果にならないように皆様もご注意下さい。 
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人事労務センター 

ホームページＵＲＬ 

    https://roumu.b-souken.com 

 

 

     

 

 

 
 

Ｑ：女性活躍推進法に基づく

計画の届け出を提出する

よういわれていますが、ど 

ういうことでしょうか。  

Ａ： 女性活躍推進法に基づく行動計画とは、

それぞれの企業が、自社の女性活躍に関す

る状況を把握・分析し、その結果を踏まえ

た行動計画を策定して届けることです 

Ｑ：労働局から突然、「一般事業主行動計画の

届け出を」と言われて戸惑っています。 

Ａ：女性活躍推進法は２０１６年４月から施

行され、労働者数３０１人以上の企業に適

用されていましたが、２０２２年４月に

は、労働者数１０１人以上の企業にも行動

計画の策定・公表が義務化されました。 

Ｑ：職員が１０１人以上になったために届け

出が求められたのですね。 

Ａ：そうです。 

Ｑ：女性の活躍を推進するとはどんなことで

すか。 

Ａ：女性活躍推進とは、就労を望む女性がそれ

ぞれ個性と能力を発揮し、いきいきと活躍

できる社会を目指し、女性のより積極的な

採用や管理職の登用を図るなど、女性の活

躍を推進する措置をとることです。 

Ｑ：行動計画とは、具体的にはどんなことを決

めたらいいのでしょうか。 

Ａ：一般事業主行動計画とは、仕事と子育ての

両立を図るための雇用環境の整備や、子育

てをしていない従業員も含めた多様な労

働条件の整備などに取り組むための①計

画期間②目標③目標を達成するための対

策の内容と実施時期を具体的に策定する

ことです。 

Ｑ：わかりました。やってみようと思います。 

Ａ：具体的に進める当たっては、厚生労働省の

ホームページにも事例が公表されていま

す。参考になると思います。 

女性活躍推進法による 

一般事業主行動計画 
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